
資料１ 
 

参画と協働の市民活動掲示板制度の利用促進について 

 

１ 現在の制度について 

⑴ 概要 

市民相互の交流に役立つ情報や市民活動に関する情報、また、市政への参

画と協働に関する情報等を掲示して、市民がまちづくりに参加するための環

境を整えていくために設置したものである。 

⑵ 掲示できること 

掲示板には、市民が交流していくための情報として、①団体の紹介や会員

募集に係るもの、②団体のイベントを告知するもの、団体を育成するための

情報が掲示できる。なお、掲示の日から３０日以内が利用可能期間である。 

また、市が③県のＮＰＯ団体セミナーや助成金募集等の情報を掲示する。 

⑶ 利用できる団体 

登録した団体：代表者が、市地域振興課に「市民活動掲示板登録用紙」を

提出し、登録後に利用できる。 

団体の条件は、 

① 不特定多数の利益の増進に寄与することを目的とした団体  

② 自主的に活動を行っている団体 

③ 営利を目的としない団体 

④ 活動の拠点が本市にある、又は、活動の範囲に本市が含まれている

団体 

以上の全てを満たす団体である。 

⑷ 設置場所 

白岡市保健福祉総合センター（はぴすしらおか）１階展示コーナー内  

 

 

２ 現状と課題 

⑴ 登録団体数  ４（平成３１年２月現在） 

⑵ 課  題   

・ 市民団体に対する制度の普及 

・ 本掲示板を市民団体にとって魅力的なものに改善 

 



（参考）本掲示板の経過 

 平成２８年９月の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

はぴすしらおか入口側             裏面 

 

 平成３０年１２月の状況 

 

はぴすしらおか入口側 

 

 

３ 今後の活用方法 

⑴ コミュニティセンターに掲示板を増設する。 

⑵ 市民活動団体が更新作業を行えるホームページの開設及び掲示板との情

報連携 

⑶ フェイスブック等のＳＮＳアカウントの開設及び掲示板との情報連携 

⑷ 大型デジタルサイネージの設置及び掲示板との情報連携  
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